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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  35/741    (2015.01)
   Ａ６１Ｋ  35/74     (2015.01)
   Ａ６１Ｐ  25/28     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/20     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/31     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   35/741    　　　　
   Ａ６１Ｋ   35/74     ＺＮＡＡ
   Ａ６１Ｐ   25/28     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    1/20     　　　Ａ
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【手続補正書】
【提出日】令和3年10月26日(2021.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニューロン死の低減またはニューロンの保護における使用のための；多発性硬化症でな
い神経変性障害の治療または予防方法における使用のための；あるいはγ－アミノ酪酸（
ＧＡＢＡ）のレベルの調節方法における使用のための、Ｐａｒａｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ
属の細菌株を含む組成物。
【請求項２】
　神経変性障害の治療または予防方法が、パーキンソン病、例えば、進行性核上性麻痺、
スティール・リチャードソン・オルシェフスキー症候群、正常圧水頭症、脳血管性または
動脈硬化性パーキンソニズム及び薬物誘発性パーキンソニズム；アルツハイマー病、例え
ば、ベンソン症候群；ハンチントン病；筋萎縮性側索硬化症；ルー・ゲーリック病；運動
ニューロン疾患；プリオン病；脊髄小脳変性症；脊髄性筋萎縮症；認知症、例えば、レビ
ー小体、脳血管性及び前頭側頭型認知症；原発性進行性失語；軽度認知障害；ＨＩＶ関連
認知障害；及び大脳皮質基底核変性症；からなる群から選択される疾患もしくは状態の治
療または予防のためのものである、請求項１に記載の使用のための組成物。
【請求項３】
　神経変性障害の治療または予防方法が、
　ａ）早期発症型の神経変性疾患の治療もしくは予防のためのものである、および／また
は
　ｂ）神経変性障害の発症もしくは進行の予防または遅延のためのものである、
請求項１または２に記載の使用のための組成物。
【請求項４】
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　ＧＡＢＡのレベルの調節方法が、ＧＡＢＡのレベルの増加のためのものである、請求項
１に記載の使用のための組成物。
【請求項５】
　細菌株が、Ｐａｒａｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｄｉｓｔａｓｏｎｉｓ種の細菌株である
、請求項１～４のいずれかに記載の使用のための組成物。
【請求項６】
　細菌株が、配列番号１、２、３、４、５、６、７、８もしくは９に少なくとも９５％、
９６％、９７％、９８％、９９％、９９．５％または９９．９％同一である１６ｓ　ｒＲ
ＮＡ配列を有する、請求項１～５のいずれかに記載の使用のための組成物。
【請求項７】
　細菌株が、配列番号９に少なくとも９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、９９．
５％もしくは９９．９％同一である１６ｓ　ｒＲＮＡ配列を有するか、または細菌株が、
配列番号９によって表される１６ｓ　ｒＲＮＡ配列を有する、請求項６に記載の使用のた
めの組成物。
【請求項８】
　細菌株が、受託番号ＮＣＩＭＢ　４２３８２として寄託されたＰａｒａｂａｃｔｅｒｏ
ｉｄｅｓ　ｄｉｓｔａｓｏｎｉｓ株である、請求項７に記載の使用のための組成物。
【請求項９】
　細菌株が、Ｐａｒａｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｍｅｒｄａｅ種の細菌株である、請求項
１～４のいずれかに記載の使用のための組成物。
【請求項１０】
　細菌株が生存している、請求項１～９のいずれかに記載の使用のための組成物。
【請求項１１】
　生きている、活性な細菌培養物を含む、請求項１０に記載の使用のための組成物。
【請求項１２】
　経口投与用である、請求項１～１１のいずれかに記載の使用のための組成物。
【請求項１３】
　１または２以上の薬学的に許容される賦形剤もしくは担体を含む、請求項１～１２のい
ずれかに記載の使用のための組成物。
【請求項１４】
　細菌株が凍結乾燥されている、請求項１～１０または１２～１３のいずれかに記載の使
用のための組成物。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載の使用のための、請求項１～１４のいずれかに記載の
組成物を含む食品。
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